
 平成 29 年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安

Ａ 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 26 円

ランク 都　道　府　県 金　額

Ｄ
青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎

熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
22 円

25 円

Ｃ
北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、 和歌山、岡山、山口

徳島、香川、福岡
24 円

Ｂ 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島　　　　　　　　　
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１

連合見解

１．7 月 25 日、中央最低賃金審議会の「目安に関する小委員会」（委員長：仁田道夫 東京大学名誉教授）は、Ａ

ランク 26 円、Ｂランク 25 円、Ｃランク 24 円、Ｄラ ンク 22 円とする 2017 年度地域別最低賃金額改定の目安を

取りまとめた。 この目安は、時間額表示に一本化した 2002 年以降で最も高いものとなった。

２．連合は、「地域別最低賃金の水準が依然として低位にある」「地域間格差が拡大傾 向にある」ことに問題意

識を持って審議に臨み、全都道府県が早急に 800 円を上 回るべきであると主張した。 今回確認された目安額

は、労使の見解の隔たりが大きい中で、800 円以下の都 道府県をなくすという目標への道筋を示せるもので

あること、最高額に対する最 低額の割合の改善が見込めることなどから、受け止めうるものである。

３．本年 3 月 28 日に中央最低賃金審議会の「目安制度の在り方に関する全員協議会」 が報告をとりまとめて以

降、初めての目安審議であった。「公労使三者が、その 真摯な話し合いを通じて、法の原則および目安制度に

基づき、時々の事情を勘案 しつつ総合的に行うことが重要である」との合意に則った真摯な議論が展開され た。

とりわけ、とりまとめにあたって公益委員が「特に非正規雇用労働者の処遇改 善が社会的に求められている」

との見解を示したことは、「最低賃金のあるべき 水準を重視した議論が必要である」という連合の長年の主張が

一定程度受け止め られたと認識する。

４．地方最低賃金審議会においては、中央最低賃金審議会における議論経過を十分に 踏まえ、目安を尊重し

た金額審議が行われることを期待する。連合は、すべての 働く者の処遇改善に向けて、最低賃金引き上げの

速やかな発効を重視して審議に 臨んでいく。 以 上

今後は各都道府県において「公労使」の最低賃金審議会を通じて目安額をもとに地域別最低賃金設定につ

いて議論を交わし岩手県の最低賃金額を定める。

その審議会には連合岩手からも担当者が委員として、「労働者の底上げ・底支え」のために精力的に議論

に加わり今年度の最低賃金額を決定していく!

現在は７１６円であるが、近い将来に第一段階として、だれもが時給８００円とするために熱い議論を審議会

で繰り広げている。



ここ最近の最賃では中央との格差幅が縮まらず課題は解消されず!

しかしながら、上げ幅は今までで最高額を更新した!

岩手県!・地域別最低賃金２２円アップの７３８円!

最低賃金審議会で結審を見る!

１

２０１６年度は２１円アップの７１６円

県議会での請願採択から意見書提

出などにおいて組織内県議会議員の

皆様に多大なるご協力をいただき、構

成組織においては、『２０１６年度岩手

地方最低賃金改正に関する「職場決

議」の取り組みについて』へのご協力、

地域協議会においては、各種集会等で

のアピールなどに取り組んでいただき、

今回の２１円アップの結果となっていた。

発効日１０月５日となった。

２０１７年度は２２円アップの７３８円

中央審議会で目安額Dランクは２２円

が厚労省に答申されたことで、岩手地

方最低賃金審議会で労側は待遇改善

を求め、使側は企業の支払い能力を

不安視、引上げに反対意見も出される

も、議論の末一部反対の賛成多数で２

２円上がって７３８円にすることを８月７

日(非公開)審議会で結審、労働局長に

答申したことで異議申し立てがなけれ

ば１０月初旬に発効となる。

２０１６年度 ２０１７年

２



４. 「高プロ」への反対を表明し、政労使合

意はまとまりませんでした。連合として、

今後はどのような行動を取っていくので

しょうか。
３

２

もう一つ問題視しているのが「課題解決型提案営業への裁量労働制の適用の拡大」です。「高プロ」ばかりが注

目されて、あまり知られていないかもしれませんが、今回の労基法改正には、「課題解決型提案営業」にも裁量労

働制を拡大しようという内容も潜り込んでいます。今どき、ほとんどの営業職がいうならば「課題解決型」です

逆に言えば、今や、顧客の課題解決をしない営業なんてありません。したがって、約350万人もいるといわれて

いる営業従事者が裁量労働制の網にかけられる危険性があるのです。

過重労働になったり過労死に至ったいするケースもあります。そうした現状を放置した上で、法律営業職全般に

も網がかかるような事態は絶対に避けなきゃいけない。この点も反対しているのです。

２． 問題は朝日新聞です。どちらかというと労働者寄りの姿勢だと思っていたのですが、「高プロ」を容認していな

いのに「した」と断定して書き続け、名前も分からない組合幹部やＯＢの言葉を借りて連合執行部の幹部批判をチ

クチク展開するなど、とにかくひどすぎました。

３． 連合は是々非々だし、擦り寄ったわけではありません。言うべきことは言っているし、自分たちが思っている

政策を実現するために主張は一貫しています。我々にしてみれば、政府の方がスタンスを変えてきたのです。

４． 報道で色々言われていることに対しては忸怩たる思いがありますが、組織運営上の問題を見直すいい機会

だと思っています。そうした点を反省し、今後は反転攻勢でしっかりとやっていきます。

と神津会長はインタビューに答えております。

我々もそういった意味からすれば、報道をうのみにせず、本筋をしっかりと見極め対応することが求められてい

ます。今回の騒動では大変ご迷惑をおかけしましたが、連合ではしっかり労働法改正について取り組んでいるこ

とをご報告いたします。 ともに頑張りましょう!
より

神津会長のインタビューが掲載されたよ。より抜粋

１． おかしな報道が重なっていて驚くばかりです。まず、はっきり言っ

ておきますが、連合は一度も「高プロ」の導入を容認したことはありま

せん。しかし報道合戦のさなかも、これに関して直接取材に来たのは

１社だけでした。

議論が錯綜していますので整理しますが、われわれは、「働き方改

革実現会議」で導入が決まった「罰則規定付き時間外労働の上限規

制」や「勤務間インターバル規制」といった長時間労働を是正するもの

については賛成しています。しかし政府は、これらの規制を盛り込む

ための労働基準法の改正に、過去２年間塩漬けにしていた「高プロ」

などを一緒くたんにして改正しようとしている。

この「高プロ」は極めて筋が悪いもので、連合としては一貫して反対

しています。

長時間労働を是正するどころか、逆に助長させかねない代物です。

これでは、連合が最も問題意識を持っている過労死や過労死自殺を

防ぐことなんかできません。長時間労働をめぐって、真逆のものを一

つの労基法改正という法案で決めようとしているなんて冗談じゃない。

だから一貫して反対しているのです。

１. 連合が、これまで「長時間労働を助長す

る」「残業代ゼロ法案だ」として反対してきた

「高度プロフェッショナル制度（高プロ）」を一

度は法案修正などの条件付きで容認、傘下

の労働組合からの反対を受け、一転して容

認を撤回したと報じられています。

３. これまで連合は、政府に対峙する場面

が多かったのですが、今回の労働基準法

の改正に関しては、政府が「働き方改革実

現会議」を設置して議論したこともあって、

連合側が擦り寄っている印象があります。

２. 傘下の組合から「容認しているなんて

けしからん」「連合の本部は考え方を変え

たのか」といった反対の声が上がってしま

いました。

質問事項１.～４.



３

４

２０１７年８月２３日に宮古地協単組間

交流イベントの企画を行うため、青年委

員会をはじめとして、市職労さんから女

性２名、岩教組さんから女性２名を選出

して頂き、実行委員会を発足、第１回実

行委員会を実施。

組合員間の交流を図ることで、「絆」の

輪を異業種同士で形成し広めてもらいた

いことや男女間でのつながりも深めても

らうなど、楽しく集えるイベントの企画を

行ってもらいました。

実行委員長は青年委員長の滝上さんが

互選により決定! (^^)/

開 催 日 ２０１７年１０月１５日(日)

開催時間 １２時～予定

開催場所 休暇村陸中宮古 予定

開催内容 焼肉パーティー
ビンゴゲーム

(メイン賞品 ディズニーランドペアー券)予定

会 費 １，０００円/人

※９月中頃に各単組へ発文予定!

２０１７年８月２４日(木)開催の宮古地域協議会第２２

回幹事会において、来期の活動方針を決定すべく行わ

れる大会日程の確認をした。

そのことにより今後日程に合わせ活動方針を確認し

まとめ上げる作業と役員改選期でもあることから、役員

選考委員会においても、役員選出に向け調整を行って

いるところでもあります。

来期は今年度の反省を踏まえより活発な活動へと導

きけるよう邁進いたしますので、加盟組合員の皆さんの

ご理解とご協力をお願いいたします。

開催日程 ２０１７年１１月１６日(木)

開催時間 １８時～

開催場所 レストラン「 ほりた」

予 定 で す。


